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商工新聞月間目標達成です 
 今年の秋の目標は会員48名、読者120部、婦人部48人、共済48人、青年部8人。

数は力です。私たちの要求実現のためがんばりましょう。  

 

秋
の
七
草
、
萩
・
尾
花
・
葛
・
女
郎
花
・
藤
袴
・
桔
梗
に
代
表
さ
れ
る
秋
の
花
。
サ
ッ
カ
ー
の

撫
子
リ
ー
グ
で
名
前
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。
別
名
は
大
和
撫
子
。
日
本
人
は
、
昔
か
ら
素
敵
な

女
性
を
撫
子
に
例
え
て
き
ま
し
た
。
花
言
葉
は
以
外
に
も
、
大
胆
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 会員の皆さんのご協力で10月28日現在、会員8名、商工新聞81部、共済会9名、青年部4

名、婦人部8名。消費税増税反対署名現在・4525筆です。目標まで１５９５筆となりました。 

 撫 子 

１１月なんでも相談会のお知らせ  
      

     緑区なんでも相談会 

１１月７日(金)１４時－１６時 

  プラザイースト第３セミナールーム 

     桜区なんでも相談会 

１１月８日(土)１８時－２０時 

  プラザウエスト第７セミナールーム  

     南区なんでも相談会 

１１月１６日(日)１４時－１６時 

  武蔵浦和コミュニティセンター第７会議室 

     浦和区なんでも相談会 

１１月２０日(木)１８時－２０時 

      浦和民商事務所 

    

  

浦和民商・秋のセミナーのご案内  
 毎年行っています秋のセミナーにご参加ください。 

   参加はすべて無料です。事務所までご連絡を！ 

 

11月8日(土)『ＳＮＳを使って商売力を高めよう。 

        広告に役立つＦＡＣＥＢＯＯＫ作り』 

  18時30分－20時30分  浦和コミセンＩＴルーム 

  講師；みんなび代表  青木賢司さん 

＊パソコン教室は講師料がかかります。この機会に無料

で簡単に学べます。 

 

11月10日(月)『国保・地方税滞納学習会』＋個別相談 

  18時－20時      浦和民商事務所 

  講師；さいたま市社会保障協議会会長  

  荒川常男さん  

＊政令都市さいたま市で、資格証明書・留め置きなど、

市民に保険証を取り上げない運動の第一人者です。 

そのまま放置はたいへんなことになります。 

 

11月17日(月)『消費税引き上げ後の情勢とアベノミクス   

       税制を考える』  

  18時30分－20時30分   浦和コミセン第13集会室  

  講師;税理士法人第一経理 長谷川元彦税理士 

＊法人のかたぜひ参加して下さい。増税は消費税だけで

はありません。大企業には減税、中小企業には赤字でも

払う、政府が出した『外形標準課税』制度と消費税の引

き上げのからくりについてわかりやすくお話します。 

                  

                  学習教育部 

 仕事と暮らしにそく役立てよう   

  ＵＲＡＭＩＮセミナー 

  やっとできた！！わたしたちの『小規模企業振興基本法』公布 
 ６月２０日第１8６回通常国会で成立、６月２７日に公布された、小規模基本法は全国３８５万の中

小企業・そのなかで９割を占める小規模事業者は、地域経済、雇用を支えるきわめて重要な役割を

担っています。経済を好循環させるために全国津々浦々までその活力を最大限に発揮させることが不

可欠とし作られた法律です。 

基本原則 

(1)小規模企業の活力発揮の必要性が増大していることから小企業者を含む小規模企業について事業の    

 持続的発展を図る。 

(2)小企業者の円滑かつ着実な事業運営を適切に支援する。 

  これらは５年計画を持って、国、地方自治体、支援関係団体がその責務を負うとしています。 

 この法律の中身を作って行くのは中小業者の私たちです。自治体に働きかけ商売の存続、暮らし    

 を守るための運動を全国の仲間と一緒に作りましょう。 

 入局３年事務局員学校に参加しました。 

 １０月２０日から２３日まで愛知県豊橋市において全

商連事務局員学校に小松崎事務局員と花井事務局員が参

加しました。今週は小松崎事務局員の報告です。 

 今回の事務局員学校では他県の民商がさまざ

まな取り組みを行っていることを学びました。 
特に印象深かったのは兵庫のいくつかの民商が

合同で行っている「経営交流会」です。経営交流

会とはパネリストを呼んで会員さん同士が商売

を伸ばす知恵と工夫を交流する取り組みです。申

告や融資など実務的な要求につい気を取られが

ちですが、商売を良くした

いという会員さんの根源的

な要求をどう汲み取ってい

けるのか考えるいいきっか

けになったと思います。                   

                                  


